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Ⅰ 令和６年第４回県議会定例会提出議案等一覧 

 

（予算） 

 １ 令和６年度茨城県一般会計補正予算（第５号） 

 ２ 令和６年度茨城県港湾事業特別会計補正予算（第２号） 

（条例その他） 

１ 茨城県手数料徴収条例の一部を改正する条例 

２ 茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例 

３ 茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例の一部を改正する条例 

４ 茨城県地域医療医師修学資金貸与条例の一部を改正する条例 

５ 生活保護法等に基づき保護施設等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

６ 茨城県立国民宿舎「鵜の岬」及び茨城県立カントリープラザ「鵜の岬」の設置及び管理に関する条例  

の一部を改正する条例 

７ 茨城県自然観察施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

８ 茨城県警察関係手数料徴収条例の一部を改正する条例 

９ 当せん金付証票の発売について 

１０ 県有財産の売却処分について（茨城中央工業団地（１期地区）事業用地） 

１１ 県有財産の売却処分について（神之池西部地区事業用地） 

１２ 指定管理者の指定について（茨城県立あすなろの郷） 

１３ 指定管理者の指定について（茨城県大洗マリンタワー） 

１４ 指定管理者の指定について（茨城県民の森、茨城県植物園、茨城県森のカルチャーセンター、茨城県 

きのこ博士館） 

１５ 指定管理者の指定について（茨城港大洗港区のマリーナ地区の港湾環境整備施設） 

１６ 指定管理者の指定について（赤塚公園） 

１７ 指定管理者の指定について（笠間芸術の森公園） 

１８ 茨城県道路公社の有料道路事業の変更について 

１９ 工事請負契約の締結について（（仮）土浦保健所他改築工事） 

２０ 工事請負契約の締結について（（仮称）第６号橋橋梁上部工事） 

２１ 工事請負契約の変更について（県立あすなろの郷セーフティネット本棟新築工事） 

２２ 工事請負契約の変更について（県立あすなろの郷セーフティネット本棟新築電気設備工事） 

２３ 工事請負契約の変更について（県立あすなろの郷セーフティネット本棟新築空調設備工事） 

２４ 工事請負契約の変更について（県立あすなろの郷セーフティネットＡ寮棟他新築工事） 

 

（報 告） 

 １ 地方自治法第 179 条第１項の規定に基づく専決処分について 
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Ⅱ 予算（債務負担行為一覧） 
 

［一般会計］ 

（新 規 分） 

事    項 事   業   内   容 期   間 限  度  額 

茨城県立あすなろの郷 

の管理運営に係る協定 

茨城県立あすなろの郷の管理運営に係る協 

定を社会福祉法人茨城県社会福祉事業団と締 

結する。 

自 令和７年度 

至 令和11年度 
12,189,432千円 

茨城県民の森、茨城県 

植物園、茨城県森の 

カルチャーセンター及び 

茨城県きのこ博士館 

の管理運営に係る協定 

茨城県民の森、茨城県植物園、茨城県森の 

カルチャーセンター及び茨城県きのこ博士館 

の管理運営に係る協定を株式会社ボタラシア 

ンリゾートと締結する。 

自 令和７年度 

至 令和11年度 
335,057千円 

赤 塚 公 園 の 

管理運営に係る協定 

赤塚公園の管理運営に係る協定を橋本造園 

土木株式会社と締結する。 
令 和 ７ 年 度 31,428千円 

笠間芸術の森公園の 

管理運営に係る協定 

笠間芸術の森公園の管理運営に係る協定を 

笠間市と締結する。 
令 和 ７ 年 度 63,676千円 

県立学校校舎建設 

工 事 請 負 契 約 

（仮称）神栖特別支援学校の校舎建設に係 

る工事請負契約を締結する。 

自 令和７年度 

至 令和８年度 
3,340,317千円 

 

（変 更 分） 

事    項 区分 事   業   内   容 期   間 限  度  額 

地 方 道 路 整 備 

工 事 請 負 契 約 

変 

更 

前 

主要地方道日立常陸太田線、日立市大 

久保町地内の地方道路整備に係る工事請 

負契約を締結する。 

令 和 ７ 年 度 500,000千円 

変 

更 

後 

同  上 
自 令和７年度 

至 令和８年度 
1,400,000千円 

 

 

［特別会計］ 

（新 規 分） 

事    項 事   業   内   容 期   間 限  度  額 

茨城港大洗港区の 

マリーナ地区の港湾 

環 境 整 備 施 設 の 

管理運営に係る協定 

茨城港大洗港区のマリーナ地区の港湾環境

整備施設の管理運営に係る協定を大洗町と締

結する。 

令 和 ７ 年 度 16,128千円 
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Ⅲ 条例その他の議案の概要 

議   案 内    容 

（財政課、女性活躍・県民協働課、薬務課、

建築指導課） 

 茨城県手数料徴収条例の一部を改

正する条例 

 

 旅券法施行令の一部改正等に伴

い、所要の改正をしようとするもの

である。 

 

改正の内容 

 

１ 旅券法施行令の一部改正に伴う所要の改正 

  オンライン申請の場合の一般旅券の発行に係る手数料の新

設及び額の改定 

 （主なもの） 

  ・窓口申請の場合 2,000 円 → 2,300 円 

  ・オンライン申請の場合（新設） 1,900 円 

 

２ 大麻草の栽培の規制に関する法律の一部改正に伴う手数料

の見直し等 

 （主なもの） 

  ・大麻草採取栽培者免許申請手数料 7,100 円 

→ 第一種大麻草採取栽培者免許申請手数料 21,000 円 

 

３ 宅地造成及び特定盛土等規制法の施行に伴う手数料の新設 

 （主なもの） 

・宅地造成又は特定盛土等に関する工事許可申請手数料（盛

土又は切土をする土地の面積が 500 ㎡以内のとき） 

14,000 円 

 

４ 脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費

性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律による建築

基準法等の一部改正等に伴う手数料の見直し等 

 （主なもの） 

 ・建築物確認申請等手数料（建築物の床面積の合計が 

30 ㎡以内のとき） 8,000 円 → 11,000 円 

 

（施行日 令和７年４月１日外） 

（市町村課） 

 茨城県知事の権限に属する事務

の処理の特例に関する条例の一部

を改正する条例 

  

 市町村の希望により事務処理の権

限を移譲するため、所要の改正をし

ようとするものである。 

 

改正の内容 

 

１ 移譲事務の追加 

宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく盛土等に関する工

事の許可の申請等の受理及び知事への送付等（移譲先：日立市

外 42市町村） 

 

２ 移譲先市町村の追加（主なもの） 

・特定非営利活動法人設立認証等（移譲先：龍ケ崎市） 

・認可外保育施設に対する立入検査等（移譲先：牛久市） 

 

３ その他所要の改正 

 

（施行日 令和７年４月１日） 
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議   案 内    容 

（廃棄物規制課） 

 茨城県土砂等による土地の埋立て

等の規制に関する条例の一部を改正

する条例 

 

 宅地造成等規制法の一部改正等を

踏まえ、所要の改正をしようとする

ものである。 

 

改正の内容 

 

１ 宅地造成及び特定盛土等規制法の施行により規制の目的及

び内容が一部重複することとなるため、関係規定を整理 

 

２ 土地の埋立て等に県の許可を要する面積の引下げ 

5,000 平方メートル以上 → 3,000 平方メートル超 

 

３ 国の登録を受けたストックヤード（※）に堆積された土砂等

の規制緩和 

※ 再び搬出することを目的に、外部から搬入された土砂を一

時的に堆積する場所 

 

４ 土地の埋立て等について、県条例より厳格な市町村条例の適

用を可能とする規定を追加 

 

（施行日 規則で定める日外） 

（医療人材課） 

 茨城県地域医療医師修学資金貸

与条例の一部を改正する条例 

 

 地域医療の充実に必要な医師の養

成及び確保を図るため、所要の改正

をしようとするものである。 

改正の内容  

 

１ 全国から地域枠の応募が可能な大学に東京医科大学（８枠）

を追加 

 

２ 東京医科歯科大学に設置していた地域枠が同大学と東京工

業大学の統合により設立される東京科学大学に承継されるこ

とに伴う所要の改正 

 

（施行日 令和７年４月１日外） 

（福祉人材・指導課） 

 生活保護法等に基づき保護施設等

の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例 

 

 救護施設、更生施設、授産施設及

び宿所提供施設の設備及び運営に関

する基準（厚生労働省令）の一部改

正を踏まえ、所要の改正をしようと

するものである。 

改正の内容 

 

１ 救護施設に、入所者ごとの個別支援計画の作成を義務化 

 

２ 更生施設に、更生計画に代えて、入所者ごとの個別支援計画

の作成を義務化 

 

 

（施行日 公布の日） 
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議   案 内    容 

（営業企画課） 

 茨城県立国民宿舎「鵜の岬」及び

茨城県立カントリープラザ「鵜の岬」

の設置及び管理に関する条例の一部

を改正する条例 

 

 茨城県立国民宿舎「鵜の岬」の利

用料金について、所要の改正をしよ

うとするものである。 

 

改正の内容 

 

１ サービスの維持・向上を図るため、利用料金の上限額の改定

等を行うもの 

１室１人利用の場合の上限額 

区分 改正前 改正後 

一般室 11,880 円 18,500 円 

特別室 18,150 円 27,000 円 

※上記上限額には、夏季等加算料金相当分を含む。 

 

（参考） 

・室料：1,100 円～7,750 円の値上げ（平均 3,500 円） 

※別途、夏季等加算料金相当分の引上げ 1,100 円（2,200 円 

→3,300 円）の加算あり 

 

２ その他所要の改正 

   

 

（施行日 令和７年４月１日） 

（林政課） 

茨城県自然観察施設の設置及び管

理に関する条例の一部を改正する条

例 

 

 茨城県植物園等の改修に伴い、所

要の改正をしようとするものである。 

 

改正の内容 

 

１ 新たに施設を追加するもの 

 (1) 茨城県植物園 

 コテージ、グランピング施設、温浴施設及びバーベキュー

施設 

 (2) 茨城県民の森 

 アクティビティ施設（ツリーアドベンチャー及びＡＲシュー

ティング） 

 

２ 施設使用料について改定を行うもの 

 （主なもの） 

  ・入園料 

   320 円 → 廃止 

 

３ 新たに施設使用料の上限額を設定するもの 

 （主なもの） 

  ・コテージ宿泊利用料金 

   １泊大人１人につき 23,100 円～37,400 円 

  ・グランピング施設宿泊利用料金 

   １泊大人１人につき 25,300 円～28,600 円 

 

（施行日 規則で定める日） 
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議   案 内    容 

（交通規制課、運転免許センター） 

 茨城県警察関係手数料徴収条例

の一部を改正する条例 

 

 道路交通法施行令の一部改正等に

伴い、所要の改正をしようとするも

のである。 

改正の内容 

 

１ 道路交通法施行令の一部改正により、マイナンバーカードと

運転免許証の一体化及びオンライン講習の制度が導入される

こと等に伴う手数料の新設及び額の改定 

 （主なもの） 

  ・免許情報記録個人番号カードの取得 1,550 円 

  ・優良運転者に対するオンライン講習  200 円 

  ・免許証の取得 2,050 円 → 2,350 円 

   

２ 自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部改正により、

保管場所標章制度が廃止されることに伴う手数料の削除 

 

３ その他所要の改正 

 

（施行日 令和７年３月24日外） 
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議   案 内    容 

（財政課） 

 当せん金付証票の発売について 

 

 当せん金付証票法の規定に基づ

き、令和７年度において、総額 280

億円以内の当せん金付証票を発売し

ようとするものである。 

議案の内容 

 

・令和７年度に発売する自治宝くじの予定額：280億円以内 

 

(参考)令和７年度に発売する自治宝くじの種類・回数（予定） 

   ・関東・中部・東北   32回 

   ・全国（通常くじ）   41回 

   ・全国（大型くじ）   10回 

    ・全国（数字選択式） 770回 

   ・全国（ﾈｯﾄ専用くじ） 318回  

          計        1,171回 

 

（立地整備課） 

 県有財産の売却処分について 

 

事業用地として、東茨城郡茨城町

中央工業団地３番９の一部の土地を

売却しようとするものである。 

売却する財産の内容 

 

(1)不動産の表示 

  ・東茨城郡茨城町中央工業団地３番９の一部 

・土地 42,331.14㎡ 

(2)売却予定価格 

   673,065,126円 

(3)売却処分先 

東京都中央区東日本橋二丁目16番７号ＡＮＮＩ東日本橋ビル 

６Ｆ 

トーヤク株式会社 

代表取締役 堀江 亮介 

（立地整備課） 

 県有財産の売却処分について 

 

事業用地として、神栖市東深芝１

番１ほか３筆の土地を売却しようと

するものである。 

売却する財産の内容 

 

(1)不動産の表示 

  ・神栖市東深芝１番１ ほか３筆 

・土地 229,716.09㎡ 

(2)売却予定価格 

   3,905,173,530円 

(3)売却処分先 

広島県呉市広多賀谷三丁目１番１号 

中国木材株式会社 

代表取締役社長 堀川 保彦 
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議   案 内    容 

（障害福祉課） 

 指定管理者の指定について 

 

 公の施設の管理について、指定管

理者の指定をしようとするものであ

る。 

議案の内容 

 

(1)公の施設の名称：茨城県立あすなろの郷（水戸市杉崎町） 

(2)指定管理者：水戸市杉崎町1460番地 

               社会福祉法人茨城県社会福祉事業団 

                 理事長 中島 敏之 

(3)指定期間：令和７年４月１日～令和12年３月31日 

（営業企画課） 

 指定管理者の指定について 

 

 公の施設の管理について、指定管

理者の指定をしようとするものであ

る。 

議案の内容 

 

(1)公の施設の名称：茨城県大洗マリンタワー（大洗町港中央） 

(2)指定管理者：東茨城郡大洗町磯浜町6881番地の275 

               大洗町 

                 町長 國井 豊 

(3)指定期間：令和７年４月１日～令和８年３月31日 

（林政課） 

 指定管理者の指定について 

 

 公の施設の管理について、指定管

理者の指定をしようとするものであ

る。 

議案の内容 

 

(1)公の施設の名称 

名 称 位 置 

茨城県民の森 

那珂市戸 
茨城県植物園 

茨城県森のカルチャーセンター 

茨城県きのこ博士館 

(2)指定管理者：千葉県市川市東大和田二丁目４番10号 

               株式会社ボタラシアンリゾート 

                 代表取締役 武長 太郎 

(3)指定期間：令和７年４月１日～令和27年３月31日 

（港湾課） 

 指定管理者の指定について 

 

 公の施設の管理について、指定管

理者の指定をしようとするものであ

る。 

議案の内容 

 

(1)公の施設の名称：茨城港大洗港区のマリーナ地区の港湾環境 

整備施設（大洗町港中央地先） 

(2)指定管理者：東茨城郡大洗町磯浜町6881番地の275 

               大洗町 

                 町長 國井 豊 

(3)指定期間：令和７年４月１日～令和８年３月 31日 

（都市整備課） 

 指定管理者の指定について 

 

 公の施設の管理について、指定管

理者の指定をしようとするものであ

る。 

議案の内容 

 

(1)公の施設の名称：赤塚公園（つくば市稲荷前） 

(2)指定管理者：つくば市大角豆2012番地36 

橋本造園土木株式会社 

代表取締役 橋本 純一 

(3)指定期間：令和７年４月１日～令和８年３月 31日 
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議   案 内    容 

（都市整備課） 

 指定管理者の指定について 

 

 公の施設の管理について、指定管

理者の指定をしようとするものであ

る。 

議案の内容 

 

(1)公の施設の名称：笠間芸術の森公園（笠間市笠間） 

(2)指定管理者：笠間市中央三丁目２番１号 

               笠間市 

                 市長 山口 伸樹 

(3)指定期間：令和７年４月１日～令和８年３月 31日 

（道路維持課） 

 茨城県道路公社の有料道路事業

の変更について 

 

 道路整備特別措置法の規定に基づ

き、茨城県道路公社の行う有料道路

事業の事業内容の一部変更につい

て、同意しようとするものである。 

議案の内容 

 

道路整備特別措置法第16条第２項に基づき、水海道有料道路（

一般国道354号）における社会実験の実施にかかる茨城県道路公社

の事業許可申請書の一部変更について、道路管理者として同意す

るもの 

 

 

（保健政策課） 

 工事請負契約の締結について 

 
 （仮）土浦保健所他改築工事につ
いて、請負契約を締結しようとする
ものである。 
 

 

 

 

工事の内容 

 

(1)工 事 名 （仮）土浦保健所他改築工事 

(2)工 事 箇 所 土浦市下高津地内 

(3)構 造 規 模 地上１階建木造 

(4)面   積 2,059.27 ㎡ 

(5)工   期 令和７年 12月～令和８年２月 

(6)請負契約額 803,000,000 円 

(7)契約の相手方  

山本・池田特定建設工事共同企業体 

代表構成員 

土浦市東崎町 11番５号 

 株式会社山本工務店 

     代表取締役 山本 一廣 

（道路建設課） 

 工事請負契約の締結について 

 

合併支援道路（仮称）第６号橋橋

梁上部工事について、請負契約を締

結しようとするものである。 

工事の内容 

 

(1)工 事 名 合併支援道路 橋梁上部工事（（仮称）第６号橋） 

(2)工 事 箇 所 常陸太田市高貫町地内 

(3)工 事 内 容 PC 橋製作工・架設工（L=131.4m） 

(4)工 期 令和６年 12月～令和７年３月 

(5)請負契約 額 722,546,000 円 

(6)契約の相手方  

行方市芹沢 920番 82 

ピーエス・コンストラクション株式会社茨城営業所 

    所長 奥津 芳且 
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議   案 内    容 

（障害福祉課） 

 工事請負契約の変更について 

 

県立あすなろの郷セーフティネッ

ト本棟新築工事について、請負契約

の変更をしようとするものである。 

変更の内容 

 

(1)変更額等          （単位：円） 

既請負額 4,470,048,000 

今回変更額 449,900,000           

変更後総額 4,919,948,000           

 

(2)変更理由 

契約締結後に賃金水準や物価水準の変動等が生じたため、請

負代金額を増額変更するもの 

 

（参考）工事の概要 

(1)工 事 名 県立あすなろの郷セーフティネット本棟新築 

工事 

(2)工 事 箇 所 水戸市杉崎町地内 

(3)工 事 内 容 新築工事（延床面積＝13,188.87㎡） 

(4)工 期 令和５年６月～令和７年３月 

(5)契約の相手方 

坪井・コスモ・大貫特定建設工事共同企業体 

    代表構成員 

水戸市城南一丁目７番27号 

坪井工業株式会社 

代表取締役社長 坪井 晴雅 

     代理人 茨城支店支店長 神原 哲哉 
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議   案 内    容 

（障害福祉課） 

 工事請負契約の変更について 

 

県立あすなろの郷セーフティネッ

ト本棟新築電気設備工事について、

請負契約の変更をしようとするもの

である。 

変更の内容 

 

(1)変更額等          （単位：円） 

既請負額 1,096,062,000 

今回変更額 79,860,000           

変更後総額 1,175,922,000           

  

(2)変更理由 

契約締結後に賃金水準や物価水準の変動等が生じたため、請

負代金額を増額変更するもの 

 

（参考）工事の概要 

(1)工 事 名 県立あすなろの郷セーフティネット本棟新築 

電気設備工事 

(2)工 事 箇 所 水戸市杉崎町地内 

(3)工 事 内 容（主なもの） 

・受変電設備工事 一式 

・電力設備工事  一式 

・発電設備工事  一式  

(4)工 期 令和５年６月～令和７年３月 

(5)契約の相手方 

イガラシ・共栄通信特定建設工事共同企業体 

    代表構成員 

日立市幸町二丁目８番６号 

イガラシ綜業株式会社 

代表取締役 五十嵐 則夫 

 

  

 11 



議   案 内    容 

（障害福祉課） 

 工事請負契約の変更について 

 

県立あすなろの郷セーフティネッ

ト本棟新築空調設備工事について、

請負契約の変更をしようとするもの

である。 

変更の内容 

 

(1)変更額等          （単位：円） 

既請負額 918,181,000 

今回変更額 47,498,000           

変更後総額 965,679,000           

  

(2)変更理由 

契約締結後に賃金水準や物価水準の変動等が生じたため、請

負代金額を増額変更するもの 

 

（参考）工事の概要 

(1)工 事 名 県立あすなろの郷セーフティネット本棟新築 

空調設備工事 

(2)工 事 箇 所 水戸市杉崎町地内 

(3)工 事 内 容（主なもの） 

・空調設備工事 一式 

・換気設備工事 一式  

(4)工 期 令和５年６月～令和７年３月 

(5)契約の相手方 

暁飯島・清和特定建設工事共同企業体 

    代表構成員 

水戸市千波町2770番地の５ 

暁飯島工業株式会社 

代表取締役 植田 俊二 
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議   案 内    容 

（障害福祉課） 

 工事請負契約の変更について 

 

県立あすなろの郷セーフティネッ

トＡ寮棟他新築工事について、請負

契約の変更をしようとするものであ

る。 

変更の内容 

 

(1)変更額等          （単位：円） 

既請負額 2,121,350,000 

今回変更額 129,030,000           

変更後総額 2,250,380,000           

  

(2)変更理由 

契約締結後に賃金水準や物価水準の変動等が生じたため、請

負代金額を増額変更するもの 

 

（参考）工事の概要 

(1)工 事 名 県立あすなろの郷セーフティネットＡ寮棟他 

新築工事 

(2)工 事 箇 所 水戸市杉崎町地内 

(3)工 事 内 容 新築工事（延床面積＝5,311㎡） 

(4)工 期 令和５年６月～令和７年３月 

(5)契約の相手方 

コスモ・大貫・大内特定建設工事共同企業体 

    代表構成員 

水戸市けやき台二丁目13番地２ 

コスモ綜合建設株式会社 

代表取締役 池田 勇夫 
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Ⅳ 報告事項 
 １．地方自治法第１７９条第１項の規定に基づくもの 

事 項（専決処分年月日） 内    容 

（財政課、市町村課） 

 令和６年度茨城県一般会計補正

予算（第３号） 

（令和６年 10月９日専決処分） 

 

補正の内容 

 

(1)補正予算内訳                 （百万円） 

【歳入】             専決額   現計    専決後 

  国庫支出金        1,723 （ 132,042     133,765） 

  歳入合計          1,723 （1,260,178   1,261,901） 

 

【歳出】 

 総務費          1,723（   36,512     38,235） 

 歳出合計         1,723（1,260,178   1,261,901） 

 

(2)内容 

衆議院解散総選挙 

 

（参考）専決後予算規模：1,261,901 百万円 

（道路維持課） 

 損害賠償の額の決定について 

（令和６年 10月 22 日専決処分） 

 

 国道上で発生した車両破損事故に
ついて、損害賠償の額を定めようと
するものである。 

損害賠償の概要 
 
(1)事故発生日時 令和６年５月８日（水）午後１時 30分頃 
(2)事故発生場所 土浦市中村西根 273 番地４地先国道上 
(3)事故概要 

国道上を普通乗用自動車で走行中、国道の法面から倒れて
きた樹木に衝突し、車両を破損した事故 

(4)損害賠償額 788,779 円 
 （全額、損害保険ジャパン株式会社からの支払） 

（警務部監察室） 

 和解について 

（令和６年 10月 29 日専決処分） 

 

 交通事故について、和解しようと
するものである。 

和解の概要 
 
(1)事故発生日時 令和５年11月11日（土）午後４時19分頃 
(2)事故発生場所 筑西市玉戸1003番地29地先国道上 
(3)事故概要 

普通特種自動車を運転して出張途中、相手方の普通乗用自
動車に追突した事故（筑西警察署所属） 

(4)損害賠償額 1,199,361円 
（全額、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社からの支払） 

（道路維持課） 

 損害賠償の額の決定について 

（令和６年 10月 30 日専決処分） 

 

 県道上で発生した車両破損事故に
ついて、損害賠償の額を定めようと
するものである。 

損害賠償の概要 
 
(1)事故発生日時 令和６年５月 13日（月）午後０時５分頃 
(2)事故発生場所 常陸太田市茅根町 1220 番地地先県道上 
(3)事故概要 

県道上を普通乗用自動車で走行中、県道敷地から落下して
きた樹木に衝突し、車両を破損した事故 

(4)損害賠償額 951,022 円 
 （全額、損害保険ジャパン株式会社からの支払） 
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事 項（専決処分年月日） 内    容 

（保健政策課） 

 和解について 

（令和６年 11月５日専決処分） 

 

 県立医療大学で実施した令和６年
度学校推薦型選抜試験の試験問題誤
りにより生じた損害について、和解
しようとするものである。 

和解の概要 
 
(1)和解の相手方 個人 ５名 
(2)事案の概要  

令和５年11月15日（水）に県立医療大学で実施した令和６
年度学校推薦型選抜試験において、試験問題に誤りがあり、
本来合格とすべき相手方を不合格としたため、損害を与えた 

(3)損害賠償額 5,813,705円 

（財政課、市町村課） 

 令和６年度茨城県一般会計補正

予算（第４号） 

（令和６年 11月 18 日専決処分） 

 

補正の内容 

 

(1)補正予算内訳                 （百万円） 

【歳入】             専決額   現計    専決後 

  繰越金          70 （   5,652       5,722） 

  歳入合計          70 （1,261,901   1,261,971） 

 

【歳出】 

 総務費          70（   38,235     38,305） 

 歳出合計         70（1,261,901   1,261,971） 

 

(2)内容 

県議会補欠選挙（古河市選挙区） 

 

（参考）専決後予算規模：1,261,971 百万円 
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